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１ 背景 ①

⚫ 将来に渡りごみの安定的かつ効率的な処理を推進するため、しゅん工から約20年

が経過したクリーンセンター第２工場について、令和９年度から約25年間の長寿

命化を図るよう、４年度から８年度まで焼却設備等の基幹的設備改良工事を実施

⚫ 令和９年３月から第１工場を停止し、第２工場の１工場体制に移行
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

第１工場

第２工場

稼働

稼働（１工場体制）

解体工事火災復旧修繕

基幹的設備改良工事（長寿命化・能力拡充）

稼働 停止一部稼働



１ 背景 ②
⚫ １工場体制化に伴い、ごみの受入れルートを変更（待機可能車両数減 66台⇒25台）

⚫ 第１工場周辺エリアは跡地利用整備終了まで使用不可

【現状】２工場体制ルート

待機可能車両数：66台 待機可能車両数：25台
エリアが少なくなる

当面使用不可

【R9.3月～】１工場体制ルート
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場内に出入りする車両の渋滞や事故の防止等を図るため、

受入ルートや品目、効率的な体制等について見直しが必要

解体工事



ア 少量ごみ持込者が多数来場

イ 受入品目が多種で業務が煩雑

ウ 屋外の限られたスペースで受入

⇒渋滞が発生すると県道まで影響が
拡大

エ １工場体制に伴う整備環境の変化

オ 働き方改革の必要性

２ 課題と今後の方針（案）

課題 今後の方針（案）

具体的取組

方針

少量ごみ・資源は、ごみステーションへ誘導
し、粗大・多量持込者を円滑に受入できる仕組
みに移行する。

① 一律従量料金制の採用と最低料金の設定

 ② リサイクル家電・タイヤ・ホイール・バッテ
リーの受入廃止

 ③ 特定廃棄物区分と資源物無料受入の廃止

休日及び時間外労働の縮減を図る。

④ 受入曜日・時間の変更

方針

具体的取組
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料金改定後の想定持込件数

（件）

(kg)

有料無料

全て有料

変更後

現在

現 状

              

変更案

【メリット】

●ごみを溜めて持込む市民が増え、少量ごみ持込者が減少するため、受入件数が減少し、

 場内の混雑が緩和される。

●自動精算機が導入でき、将来的にはキャッシュレス決済の導入も視野。

【デメリット】

●少量ごみ搬入者にとっては、手数料の負担増となる。

【コスト】 手数料の増収（＋12,043千円/年）

取組① 一律従量料金制の採用と最低料金の設定

実質26kg

クリーンセンターでのアンケート結果
及び尾張東部の実績から

無料が４５％を占める

【考え方】

●ごみの不適正搬入防止の観点から、近隣自治体の料金設定との整合を図るため、

 200円/10kgを維持する。また、別料金を設定している特定廃棄物区分及びリサイク

 ル家電の受入を廃止（取組②③）し、料金を一律化する。

●少量ごみ持込者の減少を図るため、家庭系の「10kgまで無料」区分を廃止し、最低料

 金を設定する。最低料金は、近隣自治体の状況等を参考に、30kgまで600円とする。

（事業系ごみにも同様の最低料金を設定する。）

【参考】（近隣自治体の状況）

●瀬戸市、長久手市、尾張旭市（尾張東部衛生組合）が令和3年度から最低料金

 (50kgまで1,000円)を設定して混雑緩和・収入増に成功している。

●近隣の25市町村中、23市町村（92％）が一律従量料金を採用している。

料金体系

【家庭系】 10kgまで無料、以降200円/10kg

【事業系】 200円/10kg
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料金体系（家庭系・事業系） 手数料収入(円) 現状との差額(円)

①10kgまで200円、以降200円/10kg 385,841,800 ＋9,864,600

②20kgまで400円、以降200円/10kg 386,556,800 ＋10,579,600

③30kgまで600円、以降200円/10kg 388,020,200 ＋12,043,000

④50kgまで1,000円、以降200円/10kg 393,236,200 ＋17,259,000

※

※計量器の特性(5捨6入の10kg単位表示)により、実質26kg以上が有料

料金改定後の想定持込件数（家庭系）

無料が45％を占める



〈参考〉 近隣自治体の料金設定
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料金 自治体数 自治体名

85円/10kg ２ 東海市、知多市

200円/10kg 21
名古屋市、一宮市、豊田市

ほか12市５町１村

220円/10kg ２ 小牧市、岩倉市

従量料金（10kgあたり）

料金 自治体数 自治体名

０円(10kgまで) ２ 名古屋市、一宮市

80円(10kgまで) ２ 東海市、知多市

200円(10kgまで) 13
豊田市、犬山市

ほか６市４町１村

400円(20kgまで) ３ 日進市、みよし市、東郷町

440円(20kgまで) ２ 小牧市、岩倉市

600円(30kgまで) 0

1,000円(50kgまで) ３ 瀬戸市、尾張旭市、長久手市

最低料金

春日井市 【変更なし】

春日井市 【現状】

春日井市 【変更案】

〈近隣自治体の内訳〉

尾張地方を中心とする25市町村

名古屋市、一宮市、瀬戸市、犬山市、江南市、
小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、
日進市、長久手市、東郷町、大口町、扶桑町、
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、
蟹江町、飛島村、東海市、知多市、豊田市

※近隣の複数自治体は、今後料金改定を検討している。



現 状

リサイクル家電

タイヤ・ホイール・バッテリー

変更案

【メリット】
●受入品目削減により、受付業務、精算・徴収業務が円滑化される。
●場内の混雑が緩和される。

【デメリット】
⚫持込み・引取りに係る市民の費用負担が増加する場合がある。

【コスト】 手数料の減収（▲1,564千円/年 ※R5年度実績から）

クリーンセンターに
持込み
（2,000円/点）

指定取引場所に
持込み（無料）

◆日本通運（鷹来町）

◆朝日金属（名古屋市北区）

◆西濃運輸（小牧市新小木）

持込み
の場合

リサイクル券を購入
（郵便局）

家電量販店に持込み

清掃事業所に収集依頼
（3,000円/点）

引取り
の場合

リサイクル券を購入
（郵便局）

家電量販店又はリネットジャパンに申込み

クリーンセンターに持込み
（500円～1000円/点）

カーショップに持込み

清掃事業所に収集依頼
（1500円～2000円/点）

指定取引場所に持込み
（無料）

リサイクル券を購入
（郵便局）

家電量販店に持込み

家電量販店又はリネットジャパンに申込み

カーショップに持込み

持込み
の場合

引取り
の場合

持込み
の場合

引取り
の場合

持込み
の場合

市のサービス

民間サービス

取組② リサイクル家電・タイヤ・ホイール・バッテリーの受入廃止

【考え方】
ごみ処理手数料の均一化により受付等業務の円滑化を図るため、別料金
が設定されている廃棄物のうち、民間事業者で受入可能なリサイクル家電やタ
イヤ等の受入を廃止する。併せて、清掃事業所による収集も廃止する。

【処理方法】

リサイクル家電

タイヤ・ホイール・バッテリー

収集運搬許可業者に申込み
引取り
の場合

【参考】（近隣自治体、民間事業者の状況）
●近隣の25市町村中、24市町村（96％）で受入サービス無し
●市内の家電量販店及びカーショップで処分可能であることを確認 7



【メリット】

●受入を継続する特定廃棄物は、市民の処理手数料の負担が軽減される。

●別料金の廃止により、受付業務、精算・徴収業務が円滑化される。

●場内の混雑が緩和される。

現 状

特定廃棄物一覧

クリーンセンターへの資源物の持込み

変更案

【コスト】 手数料の減収 （▲2,747千円/年 ※R5年度実績から）

取組③ 特定廃棄物区分と資源物無料受入の廃止

種類
手数料

持ち込む場合 収集する場合

電気式温水タンク
太陽熱温水器 5,000円 6,000円

スプリングマットレス 2,000円 3,000円

自家用自動車タイヤ（ホイール付） 1,000円 2,000円

自家用自動車バッテリー
自家用自動車タイヤ（ホイールなし）
自家用自動車ホイール

500円 1,500円

種類 対応方法

資源（古紙、古着、段ボール、金属類、
 缶、びん、ペットボトル、容プラ）

資源として無料受入

種類 対応方法

電気式温水タンク
太陽熱温水器

一律従量料金制へ変更（年数件程度）
（30kgまで600円、以降200円/10kg）

スプリングマットレス
一律従量料金制へ変更（年900件程度）
（30kgまで600円、以降200円/10kg）

種類 対応方法

資源（古紙、古着、段ボール、金属類、
缶、びん、ペットボトル、容プラ）

ごみステーション等に誘導
(持込みの場合はごみと同様に有料)

【考え方】

ごみ処理手数料の均一化により受付等業務の円滑化を図るため、別料金が設定さ

れている廃棄物について、特定廃棄物区分を廃止して一律従量料金制へ変更すると

ともに、資源物の無料受入を廃止してごみステーション等への排出を誘導（持込みの

場合は一律従量料金制で対応）する。

【特定廃棄物区分の廃止】（タイヤ・ホイール・バッテリーは前ページのとおり）

【資源物の無料受入の廃止】

【参考】（近隣自治体の状況）

●近隣の25市町村中、24市町村（96％）で特定廃棄物の特別料金設定は無し
8



現 状

持込み受入時間

※ただし、現在は工事に伴う特別体制として
平日  8:30~12:00

 16:00~19:00（夜間受入）
土曜・日曜・祝日 受入なし

変更案

件数
8:30 ~ 8:59 878
9:00 ~ 9:29 1,187
9:30 ~ 9:59 1,374

10:00 ~ 10:29 1,592
10:30 ~ 10:59 1,653
11:00 ~ 11:29 1,763
11:30 ~ 11:59 1,412
12:00 ~ 15:59 133

16:00 ~ 16:29 2,300
16:30 ~ 16:59 1,597
17:00 ~ 17:29 1,064
17:30 ~ 17:59 729
18:00 ~ 18:29 735
18:30 ~ 19:00 703

17,120合計（件）

R6.4/1~7/31 一般持込　時間帯別受入積算件数

0 1000 2000時間帯

全体の５％

ピーク

取組④ 受入曜日・時間の見直し

【メリット】
●１工場体制において、土日で機械整備が可能となる。
●受入開始前の30分でミーティングや準備作業ができる。(始業前の準備を行わない)
●土曜日の持込による混雑がなくなる。
●職員の労働時間を縮減できる。
●誘導員の委託費を削減できる。

【デメリット】
⚫平日日中以外の排出機会が減少する。

【コスト】 時間外勤務費用縮減 （6,104千円/年）

曜日 時間

平日
9:00～12:00、13:00～16:30

週明け平日１日のみ16:30～19:00受入時間延長

土曜・日曜・祝日 受入なし

【考え方】
１工場体制化に伴い機械整備時間の確保のため受入停止時間の増加が必要なほか、
職員の働き方改革の観点から、持込みの受入時間を平日9:00～16:30に変更するととも
に、土曜日の受入を廃止する。また、平日日中に持ち込むことが困難な市民に対応するた
め、週明け平日１日のみ19:00まで受入時間を延長する。

【持込み受入時間】

【参考】（近隣自治体の状況）
●土曜、日曜、祝日受入なし：25市町村中10市町村（40％）
●勤務開始時間より受入時間が遅い：４工場中２工場（50％）※直営のみ

曜日 時間

平日 8:30～12:00、13:00～16:00

土曜 8:30～11:30

日曜・祝日 受入なし

9



【メリット】

●少量ごみ持込者が減少 受入件数が軽減 混雑緩和

●受付業務の簡略化から、精算・徴収業務が円滑化される。

●機械等整備を土日で行い、設備の健全を保つことが出来る。

●職員の働き方改革の推進

【デメリット】

●少量ごみ搬入者にとっては、手数料が負担となる。

ステーション利用を推奨

① 一律従量料金制を採用し、最低料金を設定

② リサイクル家電・タイヤ・ホイール・バッテリ

ーの受入を廃止

③ 特定廃棄物区分と資源物無料受入の廃止

④ 土曜日受入無し、平日受入れ時間9:00～16:30

週明け平日１日のみ16:30～19:00受入時間延長

３ まとめ・今後のスケジュール

変更案 今後のスケジュール

R7年度 R8年度 R9年度

受入品目の見直し・ごみ処理手数料の改定（変更案①②③）

・審議会

・条例改正

・市民への周知

・運用開始

受入時間の見直し（変更案④）

・審議会

・規則改正

・市民への周知

・運用開始

諮問・答申

議案提出

R8年10月1日 運用開始

諮問・答申

例規審査会

R9年3月1日 運用開始
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